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７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進 

（１）現状と今後の方向性 
健全な食生活の実践には、食生活や健康に関する正しい知識を持ち、自ら食を選択していくこ

とが必要である。しかし、インターネット等の普及により、食に関する様々な情報があふれ、信
頼できる情報を見極めることが難しい状況もあり、健全な食生活の実践に当たっては、国際的な
研究を含めた最新の科学的知見に基づく客観的な情報の提供が不可欠である。また、情報の提供
に当たっては、国民自身がその内容を理解し、自律的に食生活の実践につなげられるよう配慮が
必要である。 
また、食育をより効果的に推進していく上で、国内外の各種の資料や情報を収集・分析し、こ

れに立脚しつつ取り組むことが欠かせない。 
このため、国は各種関連団体等と連携を深めながら、食品の安全性、栄養成分等の食品の特徴、
その他の食生活に関する国内外の調査、研究、情報の提供等がなされるよう、適切な取組を行う
必要がある。 
 
（２）取り組むべき施策 
（生涯を通じた国民の取組の提示） 
（基礎的な調査・研究等の実施及び情報の提供） 
（リスクコミュニケーションの充実） 
（食品の安全性や栄養等に関する情報提供）一部変更・・・参考⑫、⑬ 
（食品表示の適正化の推進）一部変更・・・参考⑭、⑮ 
（地方公共団体等における取組の推進）  
（食育や日本食・食文化の海外展開と海外調査の推進）一部変更・・・参考⑯、⑰ 
（国際的な情報交換等） 

  

【⑫食事摂取基準 2015 年版】 

 i)施策の概要 

日本人の食事摂取基準は、健康増進法（平成 14年法律第 103 号）に基づき、国民の健康の
保持・増進を図る上で摂取することが望ましいエネルギー及び栄養素の量の基準を厚生労働大
臣が定め５年ごとに改定を行っているものである。 
2015 年版については、平成 27（2015）年度から平成 31（2019）年度の５年間使用するもの

であり、平成 26 年度に公表されている。 
 
<参考> 
「食事による栄養摂取量の基準の全部を改正する件（平成27年厚生労働省告示第199号） 
 
日本人の食事摂取基準（2015 年版）概要 
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html 
 
日本人の食事摂取基準（2015 年版）報告書 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000041824.html 

  

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041733.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000041824.html
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 〈基準を策定した栄養素と設定した指標（１歳以上）〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ii)食育施策との関連 

・ナトリウムの目標量（第３次食育推進基本計画Ｐ22（健康寿命の延伸につながる食育推進）） 
・高齢者（70 歳以上）の目標とする体格指数（ＢＭＩ）の範囲（第３次食育推進基本計画      
Ｐ23 高齢者に対する食育推進） 

 

 iii)府省庁担当課名 

      厚生労働省健康局健康課栄養指導室 
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【⑬日本食品標準成分表の改正】 

 i)施策の概要 

 日本食品標準成分表は、国民が日常摂取する食品の成分値に関する唯一の公的データとし
て、学校給食等の献立作成や病院での栄養指導面等に広く利用されている。文部科学省では、
平成 27(2015)年 12 月に、5年ぶりの改訂版である「日本食品標準成分表 2015 年版(七訂)」を
公表した。今回の改訂は、食品数が 15年ぶりに増加するとともに、新たに炭水化物成分表編
が作成された。 

 

 ii)食育施策との関連 

 １．食品数の増加 
   新しい「日本食品標準成分表 2015 年版(七訂)」では、2,191 食品が収載されている

（313 食品増加）。主な新規食品は以下のとおり。 
（１）日本人の伝統的な食文化を代表する食品 

－［刺 身］まあじ、まだい、するめいか など 
－［天ぷら］さつまいも、きす、バナメイエビ など 

（２）健康志向を反映した食品 － 五穀、あまに油、えごま油 など 
（３）子供のアレルギー増加に配慮した食品 － 米粉、米粉パン、米粉めん など 
（４）食べる機会が増えた食品  

－ ベーグル、アンチョビ、にほんじか、モッツァレラ、 
バルサミコ酢、ビール風味炭酸飲料 など 

（５）調理後食品  
－ とりのから揚げ、とんかつ、魚のフライ、肉・野菜等の焼き・ゆで・ 

油いため など 
     ※特に（５）調理後食品については、加工食品の栄養表示の義務化を踏まえて、よ

り正確な栄養計算が可能となるよう収載を充実したもの 
 ２．別冊の充実 

炭水化物を構成するでん粉や単糖類、二糖類等の組成を明らかにした「炭水化物成分表
編」を初めて作成。また、既存の別冊（アミノ酸成分表編及び脂肪酸成分表編）の収載食
品数を拡充。 

 
 ３．既存データの見直し 

収載値が流通実態に即したものとなるよう、適宜再分
析を実施して収載値を見直し。最新の分析技術にも対応
（ビタミンＤ）。 

 
 ４．そう菜の計算 

ライフスタイルの変化によって外食、中食が増加し、
家庭で食材から調理する割合が年々減っていることか
ら、家庭や事業給食等で身近なそう菜のレシピを例にと
り、栄養計算の手法を解説。 
 

 ５．データファイルの公開 
文部科学省のホームページにＰＤＦファイルに加え

て、データファイルを公開。 
 
日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）について 
http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365295.htm 
 

 

 iii)府省庁担当課名 

文部科学省科学技術・学術政策局政策課資源室 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mext.go.jp/a_menu/syokuhinseibun/1365295.htm
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【⑭食品表示に関する規定を一元化した食品表示法】 

 i)施策の概要 

食品表示法は、食品衛生法、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（ＪＡＳ
法）、健康増進法の３法の食品表示に関する規定を統合したもので、食品の表示に関する包括的
かつ一元的な制度を創設するものである。 
具体的なルールは、食品表示法に基づく食品表示基準に定められており、これまで上記３法の

下に定められていた 58本の表示基準を統合するとともに、必要な見直しを踏まえて措置したも
のとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ii)食育施策との関連 

①第３次食育推進基本計画（抜粋） 
第３ 食育の総合的な促進に関する事項 

  ７．食品の安全性、栄養その他の食生活に関する調査、研究、情報の提供及び国際交
流の推進 
（食品表示の適正化の推進） 
食品表示に関する規定を一元化した食品表示法（平成 25 年法律第 70 号）の下、

食品の安全性及び消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を確保することがで
きるよう、「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」（平成 27 年 11 月 25 日ＴＰＰ総合対策本
部決定）も踏まえ、食品表示の適正化に取り組む。 

     （略） 
さらに、新たに創設した機能性表示食品を始めとした食品の機能性等を表示する制
度について、消費者、事業者等の十分な理解増進を図る。 
 

    <参考>消費者及び事業者に対する食品表示制度に関する情報提供 
消費者向け（知っておきたい食品の表示） 
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syoku_hyou_all.pdf 

     事業者向け（早わかり食品表示ガイド） 
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/jas_1511_all.pdf 

 
 ②消費者基本計画（平成 27年３月 24日閣議決定）（抜粋） 
  第４章 ５年間で取り組むべき施策の内容 
   ２ 表示の充実と信頼の確保 
    （略）特に、食品の表示は、食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理

的な食品の選択の機会の確保に関し、重要な役割を果たしていることを踏ま
え、消費者、事業者双方の表示制度への理解を深めることが重要である。 

   （３）食品表示による適正な情報提供及び関係法令の厳正な運用 
      （略）食品の機能性等を表示する制度について、消費者、事業者等の十分な理解増

進を図る。 
      

 iii)府省庁担当課名 

消費者庁食品表示企画課  

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syoku_hyou_all.pdf
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/jas_1511_all.pdf
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【⑮総合的なＴＰＰ関連政策大綱】 

 i)施策の概要 

21 世紀・のアジア・太平洋に自由で公正な「一つの経済圏」を構築する挑戦的な試みである
ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ）の効果を真に我が国の経済再生、地方再生に直結させる
ために必要な政策、及び TPP の影響に関する国民の不安を払拭する政策の目標を明らかにする
もの。平成 27年 11 月 25 日に総理を本部長とする「TPP 総合対策本部」第２回会合において決
定された。 

<参考> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）平成 27 年 11 月 25 日 TPP 総合対策本部第２回会合資料 

 

 ii)食育施策との関連 

「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」には、以下のとおり、食育に関連する事項が盛り込まれてい
る。 

 
「総合的なＴＰＰ関連政策大綱」（平成 27年 11 月 25 日 TPP 総合対策本部決定）（抜粋） 

※下線部が食育に関連する事項 
 
Ⅱ ＴＰＰ関連政策の目標 
１ ＴＰＰの活用促進 
（２)新たな市場開拓、グローバル・バリューチェーン構築支援  

  ③農林水産物・食品輸出の戦略的推進 
＜略＞ 
○ 日本産酒類等の海外展開を推進するほか、観光プロモーション等を通じて和食文化
や食品の海外展開を促進する。・・・ 

 
 

３ ＴＰＰを通じた「強い経済」の実現 
（１）農林水産業 

① 攻めの農林水産業への転換 
＜略＞ 
○高品質な我が国農林水産物の輸出等需要フロンティアの開拓 
米・牛肉・青果物・茶・林産物・水産物など重点品目の全てで輸出先国の関税が撤廃

される中、高品質な我が国農林水産物の一層の輸出拡大、輸出阻害要因の解消、６次産
業化・地産地消による地域の収益力強化等により、攻めの農林水産業を推進する。 
○消費者との連携強化 

     消費者の国産農林水産物・食品に対する認知度をより一層高めることにより、安
全・安心な国産農林水産物・食品に対する消費者の選択に資する。 
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（２）食の安全・安心 
ＴＰＰ協定により、我が国の食品の安全・安心が脅かされることはないが、我が国へ

の海外からの輸入食品の増加が見込まれることから、引き続き、国際基準や科学的な根
拠を 踏まえ、リスクコミュニケーション推進も含めた必要な措置を適切に実施する。 
＜略＞ 
○原料原産地表示について、実行可能性を確保しつつ、拡大に向けた検討を行う。 

 
 
   <参考> 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 iii)府省庁担当課名 

・農林水産省消費・安全局消費者行政・食育課 
・消費者庁消費者安全課（食品安全に関するリスクコミュニケーションについて）・ 

   ・消費者庁食品表示企画課（加工食品の原料原産地表示について） 
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【⑯食育ガイド（英語版）】 

i)施策の概要 

ライフステージのつながりを大切にし、生涯にわたって大切にしたい食育について、具体的
な取組の最初の一歩を促すものとして平成 24 年に公表した「食育ガイド」の英語版を平成 27
年度に公表し、ホームページに掲載した。 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 ii)食育施策との関連 

 食育ガイドは、下記に示した内容で構成されている。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iii)府省庁担当課名： 

・作成：内閣府食育推進室 
・推進：農林水産省消費・安全局消費者行政課（平成 28 年４月～） 

  

  「食べること」は「生きること」 

生涯にわたる食の営み 

 

〇生涯にわたって大切にしたい食育 

〇私たちのからだ 

食べる 〇きのうは何を食べたかな 

〇朝ごはん食べたかな 

〇こんなことも気をつけて 

〇よく噛んで、味わって！ 

〇みんなで食べたらおいしいね 

生産から食卓まで 〇私たちの食べ物はどこから？ 

〇季節や地域の「食」を見つけよう 

〇見てみよう、食品表示 

〇家庭でできる食中毒予防 

災害への備え 〇いざという時のために 

まとめ 〇セルフチェック 

〇食育ダイアリー 

〇情報アクセスリスト 

〇「食育ガイド」について 
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【⑰2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会の機会を活用した食関連
事業】 

ⅰ）取組内容 

2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会等の機会を積極的に活用
し、日本食や日本の食文化の海外展開を戦略的に推進するため、官民合同の協議会を通じて、
関係者が連携した取組を推進する。 
平成２７年２月９日開催の第１回協議会において策定された「日本食魅力発信アクションプ

ラン 10」に基づき、 
① 「日本食普及の特別親善大使」や、日本食関係者等を任命した「日本食普及の親善大
使」によるＰＲ機能を強化、 

② 総理、大臣等の海外出張時に合わせたトップセールスや、ラグビーＷ杯等の国際イベン
トに合わせた日本食文化週間イベント等の実施、 

③ 海外の日本食料理人の日本料理の知識や技能について一定のレベルに達した者を民間が
認定する仕組み 

や、日本産食材を積極的に活用する海外レストラン・小売店を、民間が日本産食材サポータ
ー店として認定する仕組みの創設に向けた検討等が行われている。 

 

 

（出典）平成 27 年８月 28 日農林水産省プレスリリース 

 

ⅱ）食育との関連 

第３次食育推進基本計画においては、「2020 年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピ
ック競技大会等の機会を積極的に活用し、日本食や日本の食文化の海外展開を戦略的に推進す
るため、官民合同の協議会を通じて、関係者が連携した取組を推進する。」旨記載している。 

 

ⅲ）府省庁担当課 

農林水産省食料産業局食文化・市場開拓課



 

 


